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（予備調査）第８条(4)占用施設の整
理

対象公園内にある占用施設は，発注者
の方で既に認識をしており，現地調査
においてその有無や位置を確認し，
データベースや施設位置図に記載する
という認識でよろしいでしょうか。

特記仕様書「第８条(4)」のとおりです。
なお，占用施設資料を提供いたします。

高知市公園施設長寿命化計画策定委託業務（７－１）

（予備調査）第８条(3)施設位置図の
作成

「施設位置図についてはＣＡＤデータ
（ＳＦＣ形式等）で作成すること」と
ありますが，全ての公園で，作業の
ベースとなる施設位置が記載されたＣ
ＡＤデータがあるという認識（既存の
ＣＡＤデータを用いた更新を行う）で
よろしいでしょうか。
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入札参加者各位

上記業務について，次のとおり質疑を提出しますので，ご回答下さい。

ＧＩＳの地図データを提供いたしますが，遊具等の全
ての施設位置が記載されたデータではありません。


